
福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

平
成
21
年
度
市
民
団
体
等
活
動
費

助
成
事
業
募
集（
後
期
）

市
内
で
活
動
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
グ
ル
ー
プ
や
市
民
活
動
団
体
な

ど
に
活
動
費
の
助
成
を
行
い
ま
す
。

助
成
額　
1
団
体
1
事
業
に
つ
き

事
業
費
の
50
％
以
内

※
限
度
額
10
万
円

対
象
事
業

○
4
月
1
日
〜
翌
年
3
月
31
日
に

実
施
す
る
事
業
。
た
だ
し
、
交

付
決
定
時
に
主
要
な
事
業
が
終

了
し
て
い
る
も
の
は
除
く
。

○
国
、
県
お
よ
び
市
か
ら
助
成
を

受
け
な
い
事
業
。
な
お
、
本
会

か
ら
助
成
を
受
け
て
い
る
団
体

は
、
新
規
に
取
り
組
む
事
業
と

す
る
。

○
団
体
設
立
後
1
年
以
上
の
活
動

実
績
が
あ
り
、
法
人
格
を
持
た

な
い
任
意
の
団
体
お
よ
び
特
定

非
営
利
活
動
法
人
。

○
事
業
の
実
施
お
よ
び
収
支
計
画

が
明
確
で
あ
る
こ
と
。

応
募
要
件　
規
約
・
会
則
な
ど
が

あ
り
、
活
動
拠
点
が
市
内
に
あ

る
こ
と
。

申
込
・
問
合
先　
10
月
30
日
㈮
ま

で
に
社
会
福
祉
協
議
会（
勤
労

福
祉
会
館
内
）
☎
69
◆

３
９
１

１
へ
。

市
民
課
1
66
◆

1
1
0
9

証
明
書
自
動
交
付
機
臨
時
休
止

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー

に
設
置
し
て
い
る
証
明
書
自
動
交

付
機
を
休
止
し
ま
す
。

と　
き

・
10
月
17
日
㈯

午
前
9
時
〜
午
後
1
時

・
10
月
20
日
㈫

午
前
9
時
〜
午
後
9
時

※
自
動
交
付
機
を
利
用
で
き
る
カ

ー
ド
は
、
市
民
課
ま
た
は
出
張

所
で
発
行
し
て
い
ま
す
。

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー

1
66
◆

1
7
1
7

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー

臨
時
開
館
・
休
館
の
お
知
ら
せ

★
休
館
日
の
変
更

　

10
月
13
日
㈫
↓
開
館

　

10
月
20
日
㈫
↓
休
館

★
入
館
料
割
引
サ
ー
ビ
ス

観
光
交
流
ウ
ィ
ー
ク
期
間
中
入

館
料
を
半
額
に
割
り
引
き
し
ま
す
。

と　
き　
10
月
10
日
㈯
〜
18
日
㈰

入
館
料

　

大　

人　

700
円
↓
350
円

　

子
ど
も　

300
円
↓
150
円

※
市
民
の
方
は
市
民
利
用
証（
初

回
作
成
時
の
み
100
円
）で
入
館

で
き
ま
す
。

税
務
収
納
課
1
66
◆

1
1
1
6

公
的
年
金
か
ら
の
市
県
民
税
の

特
別
徴
収
制
度
が
始
ま
り
ま
す

公
的
年
金
か
ら
市
県
民
税
を
引

き
落
と
す
特
別
徴
収
制
度
が
10
月

か
ら
始
ま
り
ま
す
。

4
月
1
日
現
在
65
歳
以
上
で
、

介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
特
別
徴

収
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
要
件
を
満

た
し
て
い
る
方
が
対
象
で
す
。

対
象
の
方
に
は
、
6
月
中
旬
に

送
付
し
た
市
県
民
税
納
税
通
知
書

に
詳
細
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
税
務
収
納
課
市
民
税

担
当
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

税
務
収
納
課
1
66
◆

1
1
1
4

土
地
・
家
屋
の
調
査
に
ご
協
力
を

新
築
、
増
築
、
取
り
壊
し
な
ど

を
行
っ
た
家
屋
の
調
査
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
職
員
が
伺
っ
て
資
料

を
見
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り

ま
す
。ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

次
の
場
合
は
税
務
収
納
課
ま
で

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

○
家
屋
を
新
築
・
増
築
・
取
り
壊

し
た
と
き

○
家
屋
の
利
用
方
法
を
変
更
し
た

と
き

○
土
地
の
利
用
方
法（
現
況
地

目
）を
変
更
し
た
と
き

市
民
課
1
66
◆

1
1
1
0

無
料
調
停
相
談
会

豊
橋
民
事
・
家
庭
調
停
協
会
所

属
の
調
停
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま

す
。
秘
密
厳
守
で
す
。

と　
き　
10
月
28
日
㈬

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
3
時

と
こ
ろ　
豊
橋
市
役
所
東
館
13
階

講
堂

申
し
込
み　
当
日
先
着
順（
1
人

20
分
以
内
）

問
合
先　
名
古
屋
家
庭
裁
判
所
豊

　

橋
支
部
庶
務
課

　

☎
０
５
３
２
◆

52
◆

３
２
１
２

市
民
課
1
66
◆

1
1
1
0

10
月
19
日
㈪
〜
25
日
㈰

は
秋
の
行
政
相
談
週
間

行
政
相
談
と
は
、
国
や
特
殊
法

人
な
ど
の
行
っ
て
い
る
相
談
に
つ

い
て
、
苦
情
や
意
見
、
要
望
を
お

聞
き
し
、
そ
の
解
決
を
促
進
す
る

制
度
で
す
。

年
金
、
保
険
、
税
金
、
登
記
、
道

路
、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
つ
い

て
、
苦
情
や
意
見
な
ど
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
お
気
軽
に
相
談
く
だ
さ

い
。
秘
密
厳
守
で
す
。

【
行
政
相
談
】

と　
き　
10
月
21
日
㈬

午
前
10
時
〜
午
後
4
時

と
こ
ろ　
市
役
所
本
館
1
階　

市

民
相
談
室

※
当
日
都
合
の
悪
い
方
は
、
次
の

行
政
相
談
員
が
い
つ
で
も
相
談

に
応
じ
ま
す
。

○
松
井
慶
彦（
丸
山
町
6-

19 

☎

68
◆

４
７
７
８
）

○
牧
原
正
枝（
西
浦
町
南
ケ
坪
54

☎
57
◆

２
７
８
０
）

産
業
振
興
課
1
66
◆

1
1
1
9

「
愛
知
県
多
重
債
務
者
相
談
強
化

月
間
」無
料
弁
護
士
相
談
会

弁
護
士
に
よ
る
、
多
重
債
務
無

料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

と　
き　
11
月
12
日
・
26
日

各
木
曜
日

午
後
1
時
30
分
〜
4
時

※
1
人
30
分
程
度（
申
し
込
み

順
）

と
こ
ろ　
市
役
所
本
館
1
階　

市

民
相
談
室

申
し
込
み　
10
月
16
日
㈮
午
前
8

時
30
分
か
ら
直
接
ま
た
は
電
話

で
産
業
振
興
課
へ
。

長
寿
課
1
66
◆

1
1
0
5

敬
老
金
を
振
り
込
み
ま
す

9
月
30
日
㈬
以
降
に
指
定
の
金

融
機
関
に
振
り
込
み
ま
す
。
確
認

し
て
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。
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